
事件番号：ＪＰ２０２４－００２４ 

 

裁 定 

 

  申立人： 

  ＪＦＥスチール株式会社（以下、「申立人１」という。） 

  （所在地）東京都千代田区 ●（省略）● 

  日本継手株式会社（以下、「申立人２」といい、申立人１と併せて「申立人ら」と総称

する。） 

  （所在地）大阪府岸和田市 ●（省略）● 

  代理人：弁理士 網野友康 

      同   網野誠彦 

  登録者： 

  Ｔａｋａテコンドー有限責任事業組合 

  （所在地）東京都新宿区 ●（省略）● 

 

 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、ＪＰドメイン名紛争処理方針（以下、「処

理方針」という。）、ＪＰドメイン名紛争処理方針のための手続規則（以下、「手続規則」と

いう。）及び日本知的財産仲裁センターＪＰドメイン名紛争処理方針のための手続規則の

補則並びに条理に則り、申立書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のと

おり裁定する。 

 

１ 裁定主文 

  ドメイン名「ＪＦＥ－ＰＦ．ＣＯ．ＪＰ」の登録を申立人２に移転せよ。 

 

２ ドメイン名 

  紛争に係るドメイン名（以下、「本件ドメイン名」という。）は「ＪＦＥ－ＰＦ．ＣＯ．

ＪＰ」である。 

 

３ 手続の経緯 



  別記のとおりである。 

  

４ 背景となる事実 

 申立人１は、ＪＦＥホールディングス株式会社（以下、「ＪＦＥホールディングス」とい

う。）を持株会社とするＪＦＥグループに属する鉄鋼メーカーであり（甲第６号証）、ＪＦ

Ｅグループ全体では、２３か国・地域、１１７拠点で事業展開を行い、２０２３年度の売

上高は、５兆１７４６億円に及んでいる（甲第７号証）。 

 申立人２は、ガス、水道、その他配管用継手及び建築・産業機械部品の製造等を行う株

式会社であり、もとは申立人１の連結子会社のうちの１社であり、ＪＦＥ継手株式会社と

の商号であったが、申立人１と株式会社リケン（以下、「リケン」という。）の間の２０２

２年１１月４日付株式譲渡契約に基づきその株式の一部がリケンに譲渡され（甲第２号証

の１）、２０２３年５月９日付でリケンの子会社となるとともに、商号を現在のものに変更

した（甲第２号証の２）。もっとも、申立人１も申立人２の株式の一部の保有を継続してい

る（甲第３号証）。 

 本件ドメイン名については、２００３年３月２５日から２０２３年８月３１日まで申立

人２が保有し（甲第８号証の１及び２）、少なくとも２００３年４月４日から２０２３年３

月１０日まで申立人２の自社ウェブサイトのドメインとして実際に使用されていたが（甲

第９号証の１乃至３）、２０２４年３月１日にＪｆｅｐｆ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．により仮登

録され（甲第１３号証）、同年８月１３日に登録者名義で本登録された（甲第１号証の１）。 

 

５ 当事者の主張 

 ａ 申立人ら 

 申立人らの主張は、以下のように整理できる。 

（１） 登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同

一又は混同を引き起こすほど類似していること 

① 申立人及び申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示について 

(i) 申立人１ 

 申立人１の親会社であるＪＦＥホールディングスは、「ＪＦＥ」の文字からなる

登録商標として登録第４５７５３８０号、登録第４７４２８２７号、登録第４７

９３６２４号、登録第４８４３５５７号及び登録第５７６７１４１号（以下、「本



件登録商標」と総称する。）を種々の区分で保有している。 

 ＷＩＰＯ Ｏｖｅｒｖｉｅｗ ３．０によれば、商標保有者の親会社を含む関連

会社や独占的な商標ライセンスを受けた者は、ＵＤＲＰの下で、申立てを行う資

格について商標に対する権利を有するとみなされるとされ、かつ実際に過去のＪ

Ｐドメイン名紛争処理の事例においても、商標権者のグループ会社が申立人であ

っても当該申立人が当該商標権について正当な利益を有していると認められた

事例がある。 

 「ＪＦＥグループ」の名称のうち当該グループを識別する主要な表示は「ＪＦＥ」

であり、「ＪＦＥ」の表示はＪＦＥグループやグループに所属する企業を表す表

示として一定程度の知名度を有していると考えるのが自然である。 

 以上より、申立人１は本件登録商標及び「ＪＦＥ」の表示について権利及び正当

な利益を有している。 

(ii) 申立人２ 

 申立人２は、本件ドメイン名を２００３年３月２５日から２０２３年８月３１日

まで申立人２が保有しており、少なくとも２００３年４月４日から２０２３年３

月１０日まで約２０年にわたり自社ウェブサイトのドメインとして実際に使用

していた。 

 申立人２の旧名称であるＪＦＥ継手株式会社の英文名称は、「ＪＦＥ Ｐｉｐｅ 

Ｆｉｔｔｉｎｇ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．」であった。 

 申立人２は、ＪＦＥとＰＦの間にハイフンのない「ＪＦＥＰＦ」という表示につ

いても、少なくとも２００５年から２０１７年までの間、パンフレットやカタロ

グに略称として使用していた。 

 したがって、申立人２は「ＪＦＥ－ＰＦ」及び「ＪＦＥＰＦ」の表示について権

利または正当な利益を有している。 

 

② 登録者のドメイン名と申立人商標の類似性について 

 本件ドメイン名のファーストレベルドメイン及びセカンドレベルドメインであ

る「ｃｏ．ｊｐ」は、日本で登記された企業であることを示す部分であり識別力

を有しない。 

 本件ドメイン名のサードレベルドメインは「ＪＦＥ－ＰＦ」であるところ、これ



は「ＪＦＥ」と「ＰＦ」を「－（ハイフン）」で結合した構成であり、本件登録商

標及び「ＪＦＥ」の表示と全く同じ文字列である「ＪＦＥ」を構成に一部に含ん

でいる。さらに、「ＰＦ」はローマ字２文字よりなり何ら特別の意味合いを有しな

いものであることから、サードレベルドメインの中で強い識別力を有するのは

「ＪＦＥ」の部分である。 

 本件ドメイン名のサードレベルドメイン全体である「ＪＦＥ－ＰＦ」は、申立人

２が権利または正当な利益を有している「ＪＦＥ－ＰＦ」と全く同じ文字列であ

り、同じく申立人２が権利または正当な利益を有している「ＪＦＥＰＦ」とは「－

（ハイフン）」の有無の差を有するのみでほぼ同一である。 

 以上より、本件ドメイン名は申立人らが権利または正当な利益を有する商標その

他表示と混同を引き起こすほど類似している。 

 

（２） 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないこと 

 本件ドメイン名の登録者の名称は本件ドメイン名とは一致しない。 

 申立人らが調べる限り、登録者が本件ドメイン名と一致する日本の登録商標を保

有している事実はなく、本件ドメイン名と一致する登録商標の存在も確認できな

い。 

 申立人１の属するＪＦＥグループは登録者に登録商標にかかる商標の使用やド

メインの登録及び仕様を許諾しておらず、本件ドメイン名についてライセンスを

した事実も存在しない。 

 申立人ら以外が本件ドメイン名の名称で一般に認識されている事実は確認でき

ず、登録者が商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うために本件ド

メイン名又はこれに対応する名称を使用しているとは言えず、本件ドメイン名を

非商業的目的に使用し、または構成に使用しているとも言えない。 

 

（３） 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていること 

① 処理方針４条ｂ（ｉｖ）該当性について 

 申立人１が属する「ＪＦＥグループ」は、粗鋼生産量日本第２位を誇る巨大な企

業グループであり、「ＪＦＥ」の表示は「ＪＦＥグループ」やグループに所属する

企業を表す表示として一定程度の知名度を有している。 



 申立人２は本件ドメイン名を２００３年３月２５日から２０２３年８月３１日

まで保有しており、少なくとも２００３年４月４日から２０２３年３月１０日ま

で自社ウェブサイトのドメインとして実際に使用していた。 

 「ＪＦＥグループ」の周知性や、申立人２が本件ドメイン名を手放した丸６か月

後に実施されるドメインのリリース日が本件ドメイン名の仮登録の申請時期で

あることを考慮すると、登録者が本件登録商標や「ＪＦＥグループ」の存在を知

らずに本件ドメイン名を登録し使用しているとは考えられない。 

 現在、本件ドメイン名の転送先のウェブサイト（以下、「本件ウェブサイト」とい

う。）では、「審査なしカードローンを探して三千里」と題してカードローンと審

査時に関する情報を提供しているところ、このウェブサイトはアフィリエイトと

して稼働できる状態になっており、登録者には本件ドメイン名を使用し本件ウェ

ブサイトを運営することで収益を得る商業上の目的があると十分推認できる。 

 「ＪＦＥ」の表示の知名度、本件ドメイン名の登録の経緯及び使用状況を考慮す

ると、登録者による本件ドメイン名の使用は申立人２のウェブサイトに訪れよう

と本件ドメイン名にアクセスする者を本件ウェブサイトに誘引しようとしてい

ることを強く推認できる行為である。 

 登録者が本件ドメイン名を使用して本件ドメイン名と全く関連性のないウェブ

サイトを運営することについて合理的な理由はない。 

 したがって、登録者による本件ドメイン名の使用は処理方針４条ｂ（ｉｖ）に該

当する。 

 

② 処理方針４条ｂ（ｉｉ）該当性について 

 本件ドメイン名の登録者は「Ｔａｋａテコンドー有限責任事業組合」であり、技

術連絡担当者は「有限会社Ｔａｋａエンタープライズ」となっているところ、組

合員や主たる事務所に鑑み、両者は実質的に同一主体と考えることもできる。 

 「有限会社Ｔａｋａエンタープライズ」は過去に複数回他人の登録商標を含むド

メインを登録している経緯がある。 

 したがって、処理方針４条ｂ（ｉｉ）にも該当する。 

 

 以上の理由から、本件ドメイン名につき、申立人２へ登録移転の裁定がなされるべきで



ある。 

 

 ｂ 登録者 

 登録者によって答弁書は提出されなかった。 

 

６ 争点および事実認定 

 ａ 適用すべき判断基準 

 手続規則第１５条（ａ）は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原

則についてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述・書類及び審問の結

果に基づき、処理方針、本規則及び適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に

従って、裁定を下さなければならない。」 

 処理方針第４条ａは、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図し

ている。 

 （１）登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示

と同一または混同を引き起こすほど類似していること 

 （２）登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと 

 （３）登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること 

本件では、登録者が答弁書を提出しなかった。例外的な事情がない限り、パネルは申立

書に基づいて裁定を下すものとされる（手続規則第５条（ｆ））一方で、処理方針第４条ａ

は、申立人に対して上記（１）～（３）のすべてを立証する義務を課している。そのため、

仮に答弁書が不提出であったとしても、パネルが申立書に基づき事実の認定等を行ったう

えで裁定を下すことになる。よって、以下各要件について検討する。 

 

 ｂ 紛争処理パネルの判断 

（１） 同一又は混同を引き起こすほどの類似性 

(i) 権利または正当な利益を有する商標その他表示 

(ア) 申立人１ 

申立人１の親会社であるＪＦＥホールディングスは、「ＪＦＥ」の表示について、本件登

録商標（登録第４５７５３８０号、登録第４７４２８２７号、登録第４７９３６２４号、

登録第４８４３５５７号及び登録第５７６７１４１号）を保有していることが認められる



（甲５号証の１乃至５）。 

本件においては、申立人１の親会社の保有する登録商標をもって申立人１にとって「権

利または正当な利益を有する商標その他表示」があると言い得るかは問題となり得る。こ

の点、申立人らの主張するようにＷＩＰＯ Ｏｖｅｒｖｉｅｗにおいてこれが肯定されて

いると考えられることやＪＰドメイン名紛争においてもそのような状況下で申立人に親会

社保有の登録商標について正当な権利を認めた事例があること（ＪＰ２０２３－０００２

「ＹＯＭＩＵＲＩ－ＣＧ．ＪＰ」）に加え、申立人１の商号に当該登録商標同様の「ＪＦＥ」

が含まれており、第三者による当該登録商標の無断での悪用等があった場合に事業に悪影

響が生じる可能性が相当程度あることに鑑みれば、申立人１にとって「ＪＦＥ」の表示は

「権利または正当な利益を有する商標その他表示」に該当すると判断する。 

 

(イ) 申立人２ 

 申立人２との関係では、関連する登録商標に関する主張はなされていないほか、現在の

商号に本件ドメイン名との関連性を示唆する表示が含まれているとは認められない。 

他方、本件ドメイン名について申立人２が（ａ）２００３年３月２５日から２０２３年

８月３１日まで保有していたこと及び（ｂ）少なくとも２００３年４月４日から２０２３

年３月１０日まで自社ウェブサイトのドメインとして実際に使用していたことが認められ

る（甲第８号証の１及び２、第９号証の１乃至３）（なお、パンフレットやカタログに「Ｊ

ＦＥＰＦ」という表示を用いていた旨の申立人らの主張事実については、提出された証拠

からは認定できない。）。 

上記はいずれも本件紛争前の事実の指摘にとどまり、申立人らの主張においては、過去

のドメイン保有等が「権利または正当な利益」を基礎づけることの理由づけ等は含まれて

いないものの、「権利または正当な利益を有する商標その他表示」の論点との関係では、過

去に相当期間本件ドメイン名を保有及び使用していた申立人２は、商号の変更等があった

としても本件ドメイン名について正当な利益を有すると判断する。これは、かつてドメイ

ンを保有していた者（Ａ）が当該ドメインを放棄した後に次の登録者（Ｂ）が当該ドメイ

ンを使用する場合、Ａによるドメイン放棄前に当該ドメインを訪れたことがある等の理由

で当該ドメインをＡのものと認識する第三者（Ｃ）は、Ａによるドメイン放棄後も同様の

認識に基づき当該ドメインにアクセスする可能性が否定できないところ、Ｂによる当該ド

メインの使用実態等によってはＣのＡに対する信用棄損につながる等してＡに風評被害そ



の他の損害が生じる可能性があると考えられるからである。 

以上より、申立人２との関係では本件ドメイン名が「正当な利益を有する表示」にあた

ると判断する。 

 

(ii) 登録者のドメイン名と申立人商標等の類似性 

(ア) 申立人１ 

 上記のとおり申立人１が権利または正当な利益を有すると認められる表示は「ＪＦＥ」

であり、本件ドメイン名のサードレベルドメインの一部と共通する。そして、申立人らも

主張するとおり、本件ドメイン名のファーストレベルドメイン及びセカンドレベルドメイ

ンである「ｃｏ．ｊｐ」は、日本で登記された企業であることを示す部分であり識別力を

有しないほか、本件ドメイン名のサードレベルドメインである「ＪＦＥ－ＰＦ」について

は「ＪＦＥ」と「ＰＦ」を「－（ハイフン）」で結合した構成であり、「ＰＦ」は特別の意

味合いを有するとまで認めるのは困難であることから、サードレベルドメインの中で強い

識別力を有するのは「ＪＦＥ」の部分と認められる。 

 したがって、申立人１が権利または正当な利益を有すると認められる「ＪＦＥ」の表示

と本件ドメイン名は混同を引き起こすほど類似していると判断する。 

 

(イ) 申立人２ 

 上記（ｉ）で論じたとおり、申立人２は本件ドメイン名に対して権利または正当な利益

を有しているところ、これは登録者の保有するドメインと同一である。 

 

 以上より、登録者のドメイン名は、申立人らがそれぞれ権利または正当な利益を有する

商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していると判断する。 

 

（２） 権利または正当な利益 

 第２要件である「登録者が、当該ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有してい

ないこと」については、ＪＰ－ＤＲＰ解説（２００８年３月）（以下「解説」という。）」Ⅲ

３．（３）は、申立人に主張・立証が求められる事項として、以下の各事項を例示している。 

 （ｉ） 登録者の氏名・法人名とドメイン名の不一致 

 （ｉｉ） ドメイン名と一致する登録者が保有する日本の登録商標の不存在 



 （ｉｉｉ） 当該ドメイン名に関してのライセンスの不存在 

 

 他方、処理方針第４条ｃは、登録者がドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有し

ていることの証明として、以下のような事情がある場合には登録者は当該ドメイン名に関

係する権利又は正当な利益を有していると認めなければならないとする。 

 （ｉ） 登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者又は紛争処理機関から

通知を受ける前に、商品又はサービスの提供を正当な目的をもって行うために、当該ドメ

イン名又はこれに対応する名称を使用していたとき、又は明らかにその使用の準備をして

いたとき 

 （ｉｉ） 登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、当該ド

メイン名の名称で一般に認識されていたとき 

 （ｉｉｉ） 登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こす

ことにより商業上の利得を得る意図、又は、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意

図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、又は公正に使用している

とき 

  

 以上に鑑み本件ドメイン名について具体的に検討するに、まず解説Ⅲ３．（３）に例示さ

れる３点についてはいずれも認められる。すなわち、（ｉ） 登録者の氏名・法人名とドメ

イン名の不一致に関しては、登録者の名称はＴａｋａテコンドー有限責任事業組合であり、

本件ドメイン名とは無関係であるし、（ｉｉ） 本件ドメイン名と一致する登録者が保有す

る日本の登録商標の不存在、（ｉｉｉ） 本件ドメイン名に関してのライセンスの不存在に

ついても申立人らは証拠と共に主張しており（甲第１１号証、第１２号証）、これに反する

証拠は提出されていない。 

また、処理方針第４条ｃとの関係でも、証拠上登録者に関し上記いずれの事情を示唆す

る事情も認められない。 

 

以上より、登録者が本件ドメイン名に関する権利又は正当な利益を有しているとは認め

られない。 

 

（３） 不正の目的での登録または使用 



第３要件は、「登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていること」

であり、処理方針第４条ｂにおいては、以下の事情がある場合は、ドメイン名の登録又は

使用は、不正の目的であると認めなければならないとされている。 

 （ｉ） 登録者が、申立人又は申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に直接かかっ

た金額（書面で確認できる金額）を超える対価を得るために、当該ドメイン名を販売、貸

与又は移転することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録又は取得しているとき 

 （ｉｉ） 申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないよう

に妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がそのような妨害行為

を複数回行っているとき 

 （ｉｉｉ） 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメ

イン名を登録しているとき 

 （ｉｖ） 登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイト若しくはその他の

オンラインロケーション、又はそれらに登場する商品及びサービスの出所、スポンサーシ

ップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、イン

ターネット上のユーザーを、そのウェブサイト又はその他のオンラインロケーションに誘

引するために、当該ドメイン名を使用しているとき 

本件では、申立人らは上記のうち（ｉｖ）及び（ｉｉ）に該当すると主張しているので、

まずはこれらについて検討する。 

 

① 処理方針４条ｂ（ｉｖ）該当性 

処理方針４条ｂ（ｉｖ）は登録者によるドメイン名の使用について、(a)商業上の利得を

得る目的で、(b)そのウェブサイト若しくはその他のオンラインロケーション、又はそれら

に登場する商品及びサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などに

ついて誤認混同を生ぜしめることを意図して、(c)インターネット上のユーザーを、そのウ

ェブサイト又はその他のオンラインロケーションに誘引するためであることが要件とされ

ているので、それぞれ検討する。 

 

まず(a)との関係では、本件ドメイン名について、遅くとも２０２４年４月１６日頃から

「ｈｔｔｐｓ：／／ｍｐｌａｃｅ０１．ｘｓｒｖ．ｊｐ／」に転送するためのドメインと

して使用されていること（甲第１４号証）、転送先のウェブサイト（以下、「本件ウェブサ



イト」という。）では、２０２４年９月３０日時点で「審査なしカードローンを探して三千

里」と題してカードローンと審査時に関する情報を提供していたことが認められる（甲第

１５号証）。さらに、本件ウェブサイトの冒頭部分には申立人らが主張するようにａｄ．ｄ

ｏｕｂｌｅｃｌｉｃｋ．ｎｅｔといったリンクが記載されており、アフィリエイトとして

稼働できる状態になっていたことが認められる（甲第１６号証）。このことからは、登録者

には本件ドメイン名を使用し本件ウェブサイトを運営することで収益を得る商業上の目的

があったと認められる。 

 

次に(b)との関係では、以下のとおり、登録者が本件登録商標及び「ＪＦＥグループ」の

存在並びに本件ドメイン名に関するこれまでの使用の事実を認識しつつ、ＪＦＥグループ

や申立人２のサービス等と誤認混同を生じさせることを意図していたと認められる。 

(x)申立人１が属する「ＪＦＥグループ」は２３か国・地域、１１７拠点で事業展開を

行い、２０２３年度の売上高が５兆１７４６億円と巨大な企業グループであることが認

められるところ（甲第７号証）、「ＪＦＥ」の表示は申立人らの主張するとおり「ＪＦＥ

グループ」やグループに所属する企業を表す表示として少なくとも一定程度の知名度を

有していると考えられる。 

(y)申立人２は上記のとおり本件ドメイン名を２００３年３月２５日から２０２３年

８月３１日まで保有しており、少なくとも２００３年４月４日から２０２３年３月１０

日まで自社ウェブサイトのドメインとして実際に使用していたことが認められるとこ

ろ、本件ドメイン名の仮登録は、申立人２が本件ドメイン名を手放した丸６か月後に実

施されたドメインのリリース日である２０２４年３月１日に申請されており、仮登録の

申請を行った者が本件ドメイン名の以前の使用に関して認識していたことが強く推認

される。そして、仮登録の申請名義は「Ｊｆｅｐｆ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．」となっており、

本登録の際の登録名義とは異なるが、本登録が仮登録から６か月以内に行われており、

かつ甲第１号証の１における登録年月日が仮登録日と同様の２０２４年３月１日とな

っていることから、仮登録の申請者は実質的に本登録の名義人と同一人物と認められる。 

(z)このように知名度の高いグループの商標や以前当該グループに所属していた申立

人２による本件ドメイン名の使用を知りつつ下記のように申立人らと無関係の目的に

本件ドメイン名を使用することは、ＪＦＥグループや申立人２のサービス等と誤認混同

を生じさせることを意図しての行為と考えるのが自然である。 



 

さらに、(c)との関係では、登録者が本件ドメイン名を使用して本件ドメイン名と全く関

連性のないウェブサイトを運営することについて合理的な理由はないことは申立人らの主

張のとおりであるし、「ＪＦＥ」の表示の知名度、本件ドメイン名の登録の経緯及び使用状

況を考慮すると、登録者による本件ドメイン名の使用は申立人２のウェブサイトに訪れよ

うと本件ドメイン名にアクセスする者を本件ウェブサイトに誘引しようとしての行為であ

ることを強く推認できる。 

 

そして、以上からは登録者が本件登録商標や「ＪＦＥグループ」の存在や、本件ドメイ

ン名に関するこれまでの使用の事実を認識しつつ、商業上の利得を得る目的で、申立人ら

のウェブサイトと誤認してそのウェブサイトを訪れる者を転送先のオンラインロケーショ

ンに誘引するために、当該ドメイン名を使用していることが強く推認されるところ、登録

者は何らの反論も行っていない。 

したがって、登録者による本件ドメイン名の使用は処理方針４条ｂ（ｉｖ）に該当する

と判断する。 

 

② 処理方針４条ｂ（ｉｉ）該当性 

本件ドメイン名の登録者は「Ｔａｋａテコンドー有限責任事業組合」であり、技術連絡

担当者は「有限会社Ｔａｋａエンタープライズ」となっているところ（甲第１号証の１及

び３）、申立人らが主張するように、組合員や主たる事務所の同一性に鑑み、両者は実質的

に同一主体と考えるのが自然である。 

そして、「有限会社Ｔａｋａエンタープライズ」については、過去に「ＤＯＣＯＭＯ－Ｓ

ＹＳ．ＣＯ．ＪＰ」のドメインを登録し、ドメイン名紛争ＪＰ２０２４－０００８の結果

登録を移転された経緯が認められる。また、同じくドメイン名の移転裁定がなされたＪＰ

２０２４－００２１「ＨＯＴＳＰＯＴ．ＮＥ．ＪＰ」においても、登録者の組合員の一人

となっていることが認められる。 

他方、申立人らの主張するドメイン名紛争（ＪＰ２０２４－００１０「ＳＧＬＡＷＳＯ

Ｎ．ＪＰ」、ＪＰ２０２４－０００４「ＤＯＣＯＭＯ－１－１．ＪＰ」、ＪＰ２０２３－０

０１３「ＣＯＣＯＳＴＯＲＥ．ＪＰ」、ＪＰ２０２３－０００２「ＹＯＭＩＵＲＩ－ＣＧ．

ＪＰ」及びＪＰ２０２２－０００７「ＭＩＳＳＴＲＥＡＴ．ＪＰ」）に関しては、登録者は



いずれも「Ｔａｋａ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｔｄ．ＷＨＯＩＳプライバシーサービス」

となっており、名称の類似性から本件登録者との関係がうかがわれはするものの、両者が

同一とまで断じるに十分な証拠はない。 

 

 以上の状況下で処理方針４条ｂ（ｉｉ）の要件を充足するか、具体的には、（ａ）「申立

人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないように妨害するために、

登録者が当該ドメイン名を登録し」又は（ｂ）「当該登録者がそのような妨害行為を複数回

行っているとき」のいずれかに該当するかにつき検討する。 

 まず（ａ）については、本件では、申立人２が本件ドメイン名の登録を手放したことを

契機に同ドメイン名を取得したことがうかがわれることは上記のとおりであり、申立人２

の商号変更も併せ考慮すれば申立人らには本件ドメイン名の使用の意図がなくなったもの

と推測するのは自然なことと考えられるから、「申立人が権利を有する商標その他表示を

ドメイン名として使用できないように妨害するため」に本件ドメイン名が登録されたと認

定することは困難と言わざるを得ないと考える。 

 次に（ｂ）については、登録者が申立人以外に対して複数回の妨害行為を行っている場

合を想定するものであるが、上記で問題となっているうちの１件は本件の登録者と実質的

に同一視可能な者が当該案件における登録者の組合員の一人となっていた事案であり、「登

録者が…行った」と評価し得るのは１件にとどまること、また上記事案が「妨害」目的の

事案であったとも即断できないことを踏まえれば、こちらも要件を充足すると認定するこ

とは困難と考える。 

したがって、処理方針４条ｂ（ｉｉ）には該当しないと判断する。 

とはいえ、本件における登録者と同一視可能な者が登録者であった事案及び当該者が強

く関与していることが伺われる登録者であった事案がＪＰドメイン名紛争の対象となり、

いずれも移転を命じる裁定が出されたという事実自体は本件における登録者が不正の目的

を有していたことを強く示唆する事情と考えられる点、申し添える。 

 

いずれにせよ、本件では処理方針４条ｂ（ｉｖ）に該当すると認められるため、本件ド

メイン名が不正の目的で登録または使用されているものと判断する。 

 

７ 結論 



 以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名「ＪＦＥ－

ＰＦ．ＣＯ．ＪＰ」が申立人１が権利または正当な利益を有する「ＪＦＥ」の表示と混同

を引き起こすほど類似し、かつ申立人２が権利または正当な利益を有するドメイン名と同

一であり、登録者が、本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有しておらず、

本件ドメイン名が不正の目的で登録または使用されているものと判断する。 

そして、申立人らはいずれも上記ドメイン名につき申立人２に移転することを求めてい

るところ、これを認めることを禁じる規則上の根拠は見当たらず、実際に特定のドメイン

名に関して複数の申立人が同一手続内で一方の申立人に移転することを求めてこれを認め

た裁定例が複数存在する（ＪＰ２０１５－０００７、ＪＰ２０１６－０００６、ＪＰ２０

１７－０００３、ＪＰ２０１９－０００９）ほか、かつこれを認めることによる実質的な

問題等は考え難い。 

 よって、処理方針第４条ｉに従って、ドメイン名「ＪＦＥ－ＰＦ．ＣＯ．ＪＰ」の登録

を申立人２に移転するものとし、主文のとおり裁定する。 

 

    ２０２５年３月３日 

 

   日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル 

                    単独パネリスト        卜部晃史 



別記 手続の経緯 

（１）申立書の受領 

   日本知的財産仲裁センター（以下「センター」という。）は、２０２４年１２月２

０日に申立書（添付する関係書類を含む。）を申立人から電子的送信により受領した。 

（２）申立手数料の受領 

   センターは、２０２４年１２月１９日に申立人より申立手数料を受領した。 

（３）ドメイン名及び登録者の確認 

   センターは、２０２４年１２月２０日にＪＰＲＳに登録情報を照会し、２０２４年

１２月２０日にＪＰＲＳから申立書に記載された登録者が対象ドメイン名の登録者で

あることを確認する回答並びにＪＰＲＳに登録されている登録者の電子メールアドレ

ス及び住所等を受領した。 

（４）適式性 

   センターは、２０２４年１２月２５日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合

していることを確認した。 

（５）手続開始 

   センターは、２０２４年１２月２７日に申立人、ＪＰＮＩＣ及びＪＰＲＳに対し電

子的送信により、手続開始を通知した。センターは、２０２４年１２月２７日に登録

者に対し郵送及び電子メールにより、開始通知を送付した。開始通知により、登録者

に対し、手続開始日（２０２４年１２月２７日）、答弁書提出期限（２０２５年２月

３日）並びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。 

（６）答弁書の提出 

   センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、２０２５年２月４日

に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、電子的送信

により申立人及び登録者に送付した。 

（７）パネルの指名及び裁定予定日の通知 

   申立人は、１名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、センターは、２

０２５年２月１０日に弁護士 卜部 晃史を単独パネリストとして指名し、一件書類

を電子的送信によりパネルに送付した。センターは、２０２５年２月１０日に申立人、

登録者、ＪＰＮＩＣ及びＪＰＲＳに対し電子的送信により、指名したパネリスト及び



裁定予定日（２０２５年３月４日）を通知した。パネルは、２０２５年２月１２日に

公正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。 

（８）パネルによる審理・裁定 

   パネルは、２０２５年３月３日に審理を終了し、裁定を行った。 
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